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1. 概要 

本計算書は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計

方針に基づき，差圧計が設計用地震力に対して十分な構造強度を有し，電気的機能を維持できる

ことを説明するものである。 

差圧計は，重大事故等対処設備においては常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備以

外の常設重大事故等対処設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及

び電気的機能維持評価を示す。 

 

2. 一般事項 

2.1 構造計画 

差圧計の構造計画を表 2－1に示す。 

 

 



S2 補 Ⅵ-2-8-3-3-2 R0 

2 

表 2－1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

検出器は，計器取付ボル

トにて計器スタンション

に取付けられた計器取付

板に固定される。 

計器スタンションは，壁

面に設置された埋込金物

への溶接にて壁面に設置

する。 

弾性差圧検出器 【差圧計】 

（単位：㎜） 
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2.2 評価方針 

差圧計の応力評価は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ

並びに許容限界に基づき，「2.1 構造計画」にて示す差圧計の部位を踏まえ「3. 評価部位」

にて設定する箇所において，「4. 固有周期」で測定した固有周期に基づく設計用地震力による

応力等が許容限界内に収まることを，「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実

施する。また，差圧計の機能維持評価は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した電気

的機能維持の方針に基づき，機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下であることを，「6. 

機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「7. 評価結果」に示

す。 

差圧計の耐震評価フローを図 2－1に示す。 

図 2－1 差圧計の耐震評価フロー 

計器の電気的機能維持評価 

機能維持評価用加速度 

支持構造物の構造強度評価 

地震時における応力 

固有周期 

設計用地震力 
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2.3 適用規格・基準等 

本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984

（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版（（社）日本電気協 

会） 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格（（社）日本機械学会，2005/2007）（以下「設 

計・建設規格」という。） 
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2.4 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

ａ 溶接部の有効のど厚 mm 

Ａｗ 溶接部の有効断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 ― 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 ― 

Ｆ 設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値 MPa 

Ｆ ＊  設計・建設規格 SSB-3121.3に定める値 MPa 

Ｆｗ 溶接部に作用する引張力 N 

Ｆｗ１ 鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し左右方向の N 

 水平方向地震により溶接部に作用する引張力  

Ｆｗ２ 鉛直方向地震及び計器スタンション取付面に対し前後方向の N 

 水平方向地震により溶接部に作用する引張力  

ƒｓｍ せん断力のみを受ける溶接部の許容せん断応力 MPa 

g 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ 据付面から重心までの距離 mm 

’ 溶接の有効長さ mm 

 重心と下側溶接部間の距離 mm 

ａ 側面（左右）溶接部間の距離 mm 

ｂ 上下溶接部間の距離 mm 

ｍ 計器スタンションの質量 kg 

ｎｗ 溶接部の数 ― 

ｎｆＨ 評価上引張力を受けるとして期待する水平方向の溶接数 ― 

ｎｆＶ 評価上引張力を受けるとして期待する鉛直方向の溶接数 ― 

Ｑｗ 溶接部に作用するせん断力 N 

Ｑｗ１ 水平方向地震により溶接部に作用するせん断力 N 

Ｑｗ２ 鉛直方向地震により溶接部に作用するせん断力 N 

ｓ 溶接脚長 mm 

Ｓｕ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値 MPa 

Ｓｙ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値 MPa 

Ｓｙ(ＲＴ) 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の 

40℃における値 

MPa 

σ 溶接部に生じる組合せ応力 MPa 

σｗ 溶接部に生じる引張応力 MPa 

τｗ 溶接部に生じるせん断応力 MPa 
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2.5 計算精度と数値の丸め方 

精度は，有効数字 6桁以上を確保する。 

表示する数値の丸め方は，表 2－2に示すとおりである。 

 

表 2－2 表示する数値の丸め方 

数値の種類 単位 処理桁 処理方法 表示桁 

固有周期 s 小数点以下第 4位 四捨五入 小数点以下第 3位 

震度 ― 小数点以下第 3位 切上げ 小数点以下第 2位 

温度 ℃ ― ― 整数位 

質量 kg ― ― 整数位 

長さ mm ― ― 整数位＊1 

面積 mm2 有効数字 5桁目 四捨五入 有効数字 4桁＊2 

力 N 有効数字 5桁目 四捨五入 有効数字 4桁＊2 

算出応力 MPa 小数点以下第 1位 切上げ 整数位 

許容応力＊3 MPa 小数点以下第 1位 切捨て 整数位 

注記＊1：設計上定める値が小数点以下第 1位の場合は，小数点以下第 1位表示とする。 

＊2：絶対値が 1000以上のときは，べき数表示とする。 

＊3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点

は比例法により補間した値の小数点以下第 1位を切り捨て，整数位までの値とする。 
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3. 評価部位 

差圧計の耐震評価は，「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる

溶接部について実施する。 

差圧計の耐震評価部位については，表 2－1の概略構造図に示す。 

 

4. 固有周期 

4.1 基本方針 

差圧計の固有周期は，構造が同等な計器スタンションに対する振動試験（自由振動試験）の

結果算定された固有周期を使用する。 

 

4.2 固有周期の確認方法 

プラスチックハンマ等により，当該設備に振動を与え自由減衰振動を振動解析装置により記

録解析し，固有周期を確認する。差圧計の外形図を表 2－1の概略構造図に示す。 

 

4.3 固有周期の確認結果 

固有周期の確認結果を表 4－1に示す。試験の結果，固有周期は 0.05秒以下であり，剛構造

であることを確認した。 

表 4－1 固有周期        （単位：s） 

水平 0.05以下 

鉛直 0.05以下 
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5. 構造強度評価 

5.1 構造強度評価方法 

(1) 計器スタンションの質量は重心に集中しているものとする。 

(2) 地震力は計器スタンションに対して水平方向及び鉛直方向から個別に作用させる。 

 また，水平方向及び鉛直方向の動的地震力による荷重の組合せには，絶対値和を適用す

る。 

(3) 計器スタンションは溶接により壁面に固定されており，固定端とする。 

(4) 転倒方向＊は，左右方向及び前後方向について検討し，計算書には結果の厳しい方（許容

値／発生値の小さい方をいう。）を記載する。 

(5) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。 

 

注記＊：計器スタンションの転倒方向は，計器スタンションを正面より見て左右に転倒する場

合を「左右方向転倒」，前方に転倒する場合を「前後方向転倒」という。 

 

5.2 荷重の組合せ及び許容応力 

5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

差圧計の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備の評価に用いるもの

を表 5－1に示す。 

 

5.2.2 許容応力 

差圧計の許容応力は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき表 5－2のとおりとす

る。 

 

5.2.3 使用材料の許容応力評価条件 

差圧計の使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを

表 5－3に示す。 
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表 5－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

放射線管理施設 差圧計 常設／その他 ―＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限界

を用いる。） 

注記＊1：「常設／その他」は常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備以外の常設重大事故等対処設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 5－2 許容応力（その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態 

許容限界＊1，＊2 

（ボルト等以外） 

一次応力 

引張 せん断 

ⅣＡＳ 

1.5・ｆｔ ＊ 1.5・ｆｓ ＊ ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの許容限界を用いる。） 

注記＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。 
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 表 5－3 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備） 

評価部材 材料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa) 

Ｓｙ(ＲＴ) 

(MPa) 

溶接部 
SS400 

（径≦16mm） 周囲環境温度 50 241 394 ― 
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5.3 設計用地震力 

評価に用いる設計用地震力を表 5－4に示す。 

「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，Ⅵ-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基

づき設定する。 

 

表 5－4 設計用地震力（重大事故等対処設備） 

据付場所 

及び 

床面高さ 

(m) 

固有周期 

(s) 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

緊急時対策所 

EL 50.25 

（EL 56.6＊1） 

水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

0.05以下 0.05以下 ― ― ＣＨ＝2.90＊2 ＣＶ＝1.41＊2 

注記＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：設計用震度Ⅱ（基準地震動Ｓｓ） 
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5.4 計算方法 

5.4.1 応力の計算方法 

溶接部の応力は，地震による震度により作用するモーメントによって生じる引張力とせ

ん断力について計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－1 計算モデル（左右方向転倒の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－2 計算モデル（前後方向転倒の場合） 
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(1) 引張応力 

溶接部に対する引張力は，図5－1及び図5－2で溶接部を支点とする転倒を考え，

これを片側の溶接部で受けるものとして計算する。 

 

引張力 

左右方向転倒の場合の引張力 

Ｆｗ１＝ｍ・g・






ＣＨ・ｈ

 ｎｆＨ・ａ
 ＋

(１＋ＣＶ)・ｈ

 ｎｆＶ・ｂ
  ·············· (5.4.1.1) 

 

前後方向転倒の場合の引張力 

Ｆｗ２＝ｍ・g・






ＣＨ・＋(１＋ＣＶ)・ｈ

 ｎｆＶ・ｂ
  ·················· (5.4.1.2) 

Ｆｗ ＝Max（Ｆｗ１，Ｆｗ２） ································ (5.4.1.3) 

 

引張応力 

σｗ ＝
Ｆｗ

Ａｗ
  ············································ (5.4.1.4) 

 

ここで，溶接部の有効断面積Ａｗは次式により求める。 

Ａｗ ＝ａ・’  ·········································· (5.4.1.5) 

 

ただし溶接部の有効のど厚ａは次式により求める。 

ａ＝0.7・ｓ  ·········································· (5.4.1.6) 
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(2) せん断応力 

溶接部に対するせん断力は，溶接部全数で受けるものとして計算する。 

 

せん断力 

Ｑｗ１＝ ｍ・ＣＨ・g  ····································· (5.4.1.7) 

Ｑｗ２＝ ｍ・（1＋ＣＶ）・g ································ (5.4.1.8) 

Ｑｗ ＝ (Ｑｗ１)2 ＋(Ｑｗ２)2  ····························· (5.4.1.9) 

 

せん断応力 

τｗ ＝
Ｑｗ

ｎｗ・Ａｗ
  ······································ (5.4.1.10) 

 

(3) 組合せ応力 

溶接部に対する組合せ応力は，各応力を足し合わせたものとして計算する。 

σ ＝ (σw)2 ＋(τｗ)2  ································· (5.4.1.11) 
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5.5 計算条件 

溶接部の応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【差圧計（U85-DPI004）の耐震性につい

ての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。 

 

5.6 応力の評価 

5.4.1項で求めた溶接部に発生する応力は，許容応力 ƒｓｍ以下であること。ただし，ƒｓｍ

は下表による。 

 

 
基準地震動Ｓｓによる 

荷重との組合せの場合 

許容せん断応力 

ƒｓｍ 

 Ｆ ＊ 

1.5・ 3
・1.5  
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6. 機能維持評価

6.1 電気的機能維持評価方法 

差圧計の電気的機能維持評価について以下に示す。 

なお，機能維持評価用加速度はⅥ-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき，

基準地震動Ｓｓにより定まる加速度又はこれを上回る加速度を設定する。 

差圧計の機能確認済加速度は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき，同形式の検出器

単体の正弦波加振試験において，電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適用

する。 

機能確認済加速度を表 6－1に示す。 

表 6－1 機能確認済加速度  (×9.8m/s2) 

機器名称 方向 機能確認済加速度 

差圧計 

（U85-DPI004） 

水平 

鉛直 
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7. 評価結果 

7.1 重大事故等対処設備としての評価結果 

差圧計の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限

界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度を有し，電気的機能を維持できるこ

とを確認した。 

 

(1) 構造強度評価結果 

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。 

 

(2) 機能維持評価結果 

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。 
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【差圧計（U85-DPI004）の耐震性についての計算結果】  

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称 設備分類 
据付場所及び床面高さ 

(m) 

固有周期(s) 弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ 

周囲環境温度 
(℃) 水平方向 鉛直方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 
水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

差圧計 

（U85-DPI004）
常設／その他 

緊急時対策所 

EL 50.25 

（EL 56.6＊1） 

0.05以下 0.05以下 ― ― ＣＨ＝2.90＊2 ＣＶ＝1.41＊2 50 

1.2 機器要目 

部材 
ｍ 
(kg) 

ｈ 
(mm) 

ｓ 
(mm) 

ａ 
(mm) 

 ’
(mm) 

Ａｗ 
(mm2) 

ｎｗ
Ｓｙ 
(MPa) 

Ｓｕ 
(MPa) 

溶接部 172 5 3.5 30 105.0 4 
241 

（径≦16mm） 

394 

（径≦16mm） 

部材 
＊

(mm)

ａ＊

(mm)

ｂ＊

(mm) 
ｎｆＨ

＊ ｎｆＶ
＊ 

Ｆ 
(MPa) 

Ｆ ＊

(MPa) 

転倒方向 

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度 

基準地震動 
Ｓｓ 

溶接部 

653 170 1190 2 2 

― 276 ― 左右方向 

653 170 1190 2 2 

注記＊：溶接部の機器要目における上段は左右方向転倒に対する評価時の要目を示し， 

下段は前後方向転倒に対する評価時の要目を示す。 

注記＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：設計用震度Ⅱ（基準地震動Ｓｓ） 
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1.3 計算数値 

1.3.1 溶接部に作用する力   (単位：N) 

部材 

Ｆｗ Ｑｗ 

弾性設計用地震動 
Ｓｄ又は静的震度 

基準地震動Ｓｓ 
弾性設計用地震動 
Ｓｄ又は静的震度 

基準地震動Ｓｓ 

溶接部 ― 434.6 ― 998.4 

1.4 結論 

1.4.1 溶接部の応力  (単位：MPa) 

部材 材料 応力 

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

溶接部 SS400 

引張 ― ― σｗ＝5 ƒｓｍ＝159 

せん断 ― ― τｗ＝3 ƒｓｍ＝159 

組合せ ― ― σ＝5 ƒｓｍ＝159 

すべて許容応力以下である。 

1.4.2 電気的機能維持の評価結果 (×9.8m/s2) 

機能維持評価用加速度＊ 機能確認済加速度 

差圧計 

（U85-DPI004） 

水平方向 2.42 

鉛直方向 1.17 

注記＊：設計用震度Ⅱ（基準地震動Ｓｓ）により定まる加速度 

機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。 
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